
  

②②  凝凝集集沈沈ででんん池池のの緩緩速速攪攪拌拌方方式式のの変変更更（（上上下下迂迂流流化化）） 

  凝集沈でん池に取り入れた水に薬品を加えて攪拌（かくはん）し、水の中の混ざりものを沈めていま

す。その際に水と薬品がよく混ざるよう攪拌していますが、平成 15 年度に豊野浄水場において、攪拌

の方式を機械方式（フロキュレータ）から、電力を使用せずに水の流れのエネルギーだけで攪拌する方

式（上下迂流方式）に変更しました。この方式の変更により、本設備における年間電力量を約４８％削

減しています。 

 

③③  高高効効率率型型のの照照明明器器具具のの採採用用 

事業所等の照明で消費する電力を削減するため、平成 15 年度より順次、蛍光灯から高効率型の器具

（Hｆ（高周波）照明器具）への取り替えや、水銀灯からナトリウム灯への取り替えを行うとともに、

点灯方式の見直しを行ってきました。 

また、近年整備した市内４箇所の水道センターの執務室等に、電力消費の少ないＬＥＤ照明を採用し

ています。今後も照明設備における電力消費を抑えることで、施設の省エネルギー化を推進していきま

す。 

 

④④  高高度度浄浄水水処処理理ににおおけけるるオオゾゾンン注注入入制制御御のの改改良良 

かび臭やトリハロメタンの原因となる有機物を低減 

し、より安全で良質な水をつくるために、平成 10 年 

３月から従来の浄水処理にオゾンと粒状活性炭による 

処理を加えた高度浄水処理を順次導入し、平成 12 年 

３月から全浄水場で高度浄水処理を実施しています。 

このうちオゾン処理について、平成 14 年度から順 

次、処理水中のオゾン濃度を測定する計器（溶存オゾン 

濃度計）を導入し、原水水質の変動に応じてより最適な 

オゾンの注入制御を行うことで、オゾンの生成に必要と 

なる電力の削減を図っています。 

 

 

電力削減量は、オゾン注入制御を改良した場合と改良

していない場合との差です。 
 

※電力削減量は、処理水質等により変動しています。 

【オゾン注入制御による過去 10 年間の電力削減量】 

９ 

 



（（３３））  交交通通・・物物流流対対策策のの推推進進  

環環境境ににややささししいい自自動動車車利利用用のの推推進進  

①  低公害車導入の推進 

   水道局では、平成８年度より低公害 

車の率先導入に努めてきました。平成 

13 年の総理大臣指示の「低公害車開 

発普及アクションプラン」を受け、平 

成 14 年施行の大阪市公用車低公害化 

推進要領に基づく低公害車の購入に努 

めており、平成 19 年 4 月からは、低 

公害化に関する方針を継承しつつ、燃 

費のよいエコカー「大阪市公用車エコ 

カー導入指針」の遵守に努めて導入し 

ています。 

  エコカーとは、電気自動車、天然ガ 

ス自動車、ハイブリッド自動車、ＬＰ 

ガス自動車（ただし、車両総重量が 3.5 

トンを超えるもの）等国土交通省低排 

出ガス車認定実施要領に基づき認定さ 

れた自動車であり、 ｢エネルギーの使 

用の合理化に関する法律｣に認められた 

燃費基準を達成した自動車を位置づけています。 

②②  グリーン配送の実施  

大阪市では、平成 15 年４月より、「グリーン配送」を実施しています。 

グリーン配送とは、「大阪市自動車公害防止計画（平成 14 年１月策定）」と「大阪市グリーン調達方 

針」を踏まえ、大阪府域内にある大阪市の機関へ物品を納入する際には、配送を他の業者に委託するか

どうかに関わらず、大阪市が定める環境負荷の少ない自動車「大阪市グリーン配送適合車」を使用して

もらうもので、大気環境の改善を図ることを目的としています。 

保有車両低公害化比率 
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（（４４））  木木やや緑緑のの活活用用  

緑緑のの拠拠点点とと水水辺辺空空間間のの連連携携のの促促進進  

柴島浄水場総合管理棟における環境負荷低減の取組み  

柴島浄水場総合管理棟では、施設整備の基本方針の一つに「環境配慮」を掲げ、省エネルギーはも

とより、ヒートアイランド対策にも取り組んでいます。 
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   ５ 循環型社会の形成 

（（１１））  減減量量化化・・適適正正処処理理のの推推進進  

①①  浄浄水水場場発発生生土土のの有有効効利利用用・・減減量量化化  

浄水場で排水処理工程から発生する浄水発生土は、産業廃棄物として位置づけられていることから、そ

の減量化を図るために、これまで有効利用の推進や発生量の減量化に取り組んできました。浄水発生土の

有効利用としては、平成２２年度までは主にセメント原料、園芸用土、保水性舗装材などに利用し、有効

利用率は５０％程度で推移していました。平成２３年度から有効利用率の向上及び、処分コストの削減を

図るため民間事業者と連携し、事業者が保有する技術、アイデアを活用し埋め戻し土等に有効利用を行っ

た結果、平成２５年度には有効利用率１００％を達成しました。 

今後も浄水発生土の有効利用率１００％を維持するために、より安定的な有効利用の検討に取り組み、

民間事業者と連携を進めていきます。 

また、無薬注方式長時間型加圧脱水設備を導入（平成 16 年度庭窪浄水場で全面稼動、平成 18 年度柴

島浄水場全面稼動）することで、発生量の減量化及び省エネルギー化にも取り組んでいます。 

 

  

  

②②    建建設設副副産産物物リリササイイククルル（（再再生生アアススフファァルルトト及及びび再再生生砕砕石石））  

水道管は道路の下に埋めることが多く、工事に伴い発  

生する建設副産物には、アスファルト塊、コンクリート 

塊が多く含まれます。これらは、平成 14 年度から再資 

源化施設に搬出し、リサイクルしています。 

また、工事に使用するアスファルトや路盤材料（一部 

除く）は、再生品を使用しています。 

 

  
  
（（２２））  ググリリーーンン購購入入のの推推進進  

  大阪市では平成１４年６月より「グリーン調達方針」を実施しています。 

グリーン調達方針は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の趣旨を踏

まえ策定したもので、物品等の調達に当たり、環境に配慮した商品の利用と購入を推進することを目的とし

ています。 

※建設副産物のリサイクル率（％）＝ 
（リサイクルされた建設副産物./建設副産物排出量）×１００ 

 

発生土及び電力削減量は、無薬注方式長時間加圧脱水設備を導入した

場合と導入していない場合との差です。 
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【排水処理施設】 【無薬注方式長時間型加圧脱水設備導入による発生土及び電力削減量】 



  ６ 快適な都市環境の確保 

（（１１））  都都市市景景観観のの保保全全とと創創造造  

浄水場では、周辺の自然環境や景観との調和を保つ 

ために、樹木（３浄水場合計：約７万本）の育成・管 

理を積極的に行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

（（２２））  水水環環境境のの保保全全とと改改善善  

  ①①  関関係係自自治治体体ととのの広広域域的的なな連連携携のの促促進進  

水道局では従来から、淀川から取水する水道事業体で構成する「淀川水質協議会」を通じて、水源水質監

視をはじめ、水質に関する上流団体及び政府関係各省への要望活動など、淀川の水質保全を目的とした様々

な活動や調査研究に取り組んでいます。 

②②  水水環環境境のの監監視視モモニニタタリリンンググ  

    ア 水質試験所による水質の監視 

水質試験所では、安心して飲めるきれい

な水をお届けするために、浄水場・給水栓

（蛇口）において約 200 項目に及ぶ水質

検査を行っています。 

また、市内に設けられた 37 箇所の遠隔

監視装置により、その水質を 24 時間連続

的に監視しています。 

平成 16 年度からは水道水質基準が新し

くなり、基準項目数も増加しましたが、こ

のような厳しい水質管理により、十分余裕

を持って対応できています。 

さらに、その安全性を一層高めるために、

114 種類の農薬を含む約 200 種類もの項

目について、水源としている琵琶湖・淀川

の水質を監視しています。これとあわせて、

水源への影響が懸念される下水処理場の処

理水や事業所の排水に対しても定期的な調

査を行っています。 

このような水質監視の取組みは、水道水の安全性の確保だけでなく、琵琶湖淀川水系の水環境保全に対し

て大きな役割を果たしています。 

柴島浄水場 
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最新精密分析機器による試験 

官能試験 

生物試験 



●未規制物質 ※１対策
厚生労働省をはじめとした国の調査研究に積極的に協力するとともに、数多くの

未規制物質に対して本市独自の実態調査を継続して行っています。

●ダイオキシン類 ※２対策
柴島浄水場の原水・浄水について年１回の定期調査を行い、安全上問題のないこと

を確認しています。

●クリプトスポリジウム ※3 対策
濁度管理の徹底や、２カ月に１回原水について継続的にモニタリングすることに

より、安全性を確認しています。また、より効果的な管理手法などについての調

査を行っています。

※１ 水質基準項目等により規制対象となっていない化合物で、有機フッ素化合

物や内分泌かく乱化学物質（環境ホルモン）など、新聞報道で取り上げられ

た例もある。

※２ 適切な温度管理のなされていないごみの焼却や、化学合成の副反応などで

生じる有機塩素化合物で、強い発ガン性、催奇形性などが指摘されている。

※３ 人間や牛、猫など各種動物の消化管に寄生する原虫類の一種。ふん便に混

じって体外に排出され、これを経口摂取することにより感染する。感染す

ると下痢や腹痛を起こし、特に子供では吐き気や発熱を伴う。

 

イ 多様化する水質問題への対応  

今日の水環境を取り巻く問題は、有機 

フッ素化合物や内分泌かく乱化学物質 

（環境ホルモン）などの未規制物質やダ 

イオキシンなどの微量化学物質、クリプ 

トスポリジウムといった病原性微生物に 

代表されるように多様化・複雑化の一途 

をたどっています。このような問題に対 

しては、水源環境中での実態や浄水場で 

の処理性といった調査を他に先駆けて取 

り組むことで、水道水に対するお客さま 

の漠然とした不安を解消し、安心してご 

利用いただけるよう努めています。 

こうした対応を着実に行うことは、大 

切な水源の水質を守り、より良質な水環 

境を創造していくことへとつながってい 

ます。 

 

ウ 大阪市水道・水質管理計画   

水質試験所では、水源から浄水場、給水栓（蛇口）に至るまで、さまざまな検査・調査を行っています

が、これら水質検査を行う場所、項目、回数などを「大阪市水道・水質管理計画」としてまとめ、各営業

所の窓口やホームページなどを通じて公表しています。 

これは、当局の水質検査体制や水道水質管理に対する考え方を広くお客さまにお知らせすることにより、

さらに安心して水道水を利用していただくことを目的として行っているものですが、本計画には水源水質

の状況やその特徴など様々な情報が含まれており、水環境保全活動を行っていく上でも、重要な情報源に

なるものと考えています。 
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③③  水水環環境境へへのの関関心心をを高高めめるる取取組組  

水道局では、水源環境保全や水道への関心を高めることを目的として、様々な活動

を行っています。 

《主な活動》 

水の流れツアー 

上下水道の役割や「水」に対する関心と理解を深めていただくため、水上バ

スで淀川（大川）を周遊し、市内の上下水道各施設を見学するツアーを実施

しています。 

 

「水」の絵コンクール 

市内在住、在学の小学生を対象に、水道や水にまつわる作品を描いていただ

くことにより、水道や水源環境に対する意識や関心を深めていただくため、

「水」の絵コンクールを実施しています。 

 

出前水道教室 

小学校などを訪問し、高度浄水処理の仕組みや水の大切さを学んでいただく 

ため、出前水道教室を実施しています。 

 

 

《広報用パンフレット等》  

名 称

わたしたちの水道

水のおはなし

大阪の水をささえる

～水道のしくみ～

内 容 等

大阪市水道局の事業について説明しているパンフレットです。

大阪市水道局の事業について、子ども向けに説明しているパンフレットです。

（大阪市内の市立図書館にて貸出および試聴していただけます。）

大阪市水道局の事業について、わかりやすく案内しているDVDです。

 

 

ホームページ 
水道事業に関するさまざまな情報をタイムリーに発信しています。 

（環境報告書も掲載しています。） 

○トップページ 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/ 

○広報用ビデオ・パンフレット 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/category/3515-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html 

  

  

  

  

  

  

「水」の絵コンクール 

水の流れツアー 
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（（３３））  地地盤盤環環境境のの保保全全  

      地地盤盤沈沈下下対対策策・・・・・・工工業業用用水水道道のの役役割割  

大阪市の工業用水道は、地盤沈下の防止を目的として建設されたものです。 

西大阪地域は、地下水の過剰なくみ上げによって、昭和のはじめから地盤沈下が激しくなりました。そ

こで、工業用地下水のくみ上げを規制していくとともに、その代替水としての工業用水道を建設し、４回

にわたって給水区域を拡大してきました。工業用水道の完成により、地下水のくみ上げは昭和 43 年 12

月に一定基準に適合する井戸以外禁止となり、近年は沈静化の傾向にあります。 

なお、工業用水道の需要は、昭和 48 年の異常渇水、第 1 次石油危機による景気の後退等により、減少

に転じました。 

そのため、余剰施設の廃止を行い、経営の効率化に努めています。 

 

（（４４））  生生活活環環境境のの保保全全とと改改善善  

      工工場場等等のの騒騒音音・・振振動動対対策策のの促促進進  

排出ガス対策型建設機械等の使用 

一般自動車と同様に、工事に使用する建設機械からも環境負荷となる排出ガスが発生します。水道局

では、国土交通省が指定する排出ガス対策型建設機械を使用し、環境対策に努めています。また、工事

に伴う騒音・振動についても、低騒音型の建設機械を選択するなどの対策により、周辺環境への影響の

低減を図っています。 

（（５５））  化化学学物物質質対対策策のの推推進進  

ダダイイオオキキシシンン類類対対策策のの推推進進  

エコケーブルの使用  

電気設備工事では数多くの電線・ケーブルを使用しますが、環境に対する負荷が少ないものとして環

境配慮型電線・ケーブル（エコケーブル）が開発されています。エコケーブルは、被覆材料や絶縁物に

ハロゲンを含まないため、焼却処分時にダイオキシン等の有害化学物質を発生しないなどの特徴を持っ

ていることから、平成 13 年度よりケーブルの更新、新設時にエコケーブルを採用し、有害化学物質の

低減を図っています。 
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 ７ 環境効率を表す指標 

 

環境効率を表す指標は、水道水 1㎥を作りお届けするまでに必要となる環境負荷量を算出し、環境に配

慮した事業展開が図られているかを見るものです。1㎥あたりの量に換算することにより、事業の量の変

動を考慮した年度ごとの比較が可能です。環境負荷量としては、電力使用量、薬品使用量及び CO2 排出量

を取りあげています。 

 

 

 

 

 

 

 

※ CO2排出係数とは、電気事業者が算出する 

電気使用量１kwhあたりの CO2排出量のことです。 

  

  

環境負荷量 

環境効率を表す指標  ＝  ―――――――――――――― 
                       給水量 

17 

 

12 m3

224 g･CO2/m3

（ウ）家庭1世帯1年間の水道使用に伴うCO2排出量
32 kg･CO2

（ア）×12×（イ）/1000

標準的なご家庭1世帯での1年間の水道使用に伴うCO2の排出量
は、「給水量1ｍ3あたりのCO2排出量」をもとに、次のとおり計
算できるのじゃ。

（ア）ご家庭1世帯1か月あたりの標準的な使用水量

（イ）給水量1㎥あたりのCO2排出量


